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政
令
第
五
百
七
号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
項
第
四
号

及
び
第
五
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
七
条
第
二

項
、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
並
び
に
第
五
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
）

第
一
条

第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

こ
れ
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
を
一
定
の
規
則
に
従
っ
て
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
の
個
人
情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
目
次
、
索
引
そ
の
他
検
索
を
容
易
に
す
る
た
め
の
も
の

を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

（
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
）

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
構
成

す
る
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
の
数
（
当
該
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
全
部
又
は
一
部
が
他
人
の
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作
成
に
係
る
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
で
個
人
情
報
と
し
て
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
（
地
図
上
又
は
電
子
計
算
機

の
映
像
面
上
に
お
い
て
住
所
又
は
居
所
の
所
在
の
場
所
を
示
す
表
示
を
含
む
。
）
若
し
く
は
電
話
番
号
の
み
が
含
ま
れ
る
場

合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
編
集
し
、
又
は
加
工
す
る
こ
と
な
く
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
と
き
は
、
当
該
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
等
の
全
部
又
は
一
部
を
構
成
す
る
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
の
数
を
除
く
。
）
の
合
計
が
過
去
六

月
以
内
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
五
千
を
超
え
な
い
者
と
す
る
。

（
保
有
個
人
デ
ー
タ
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
）

第
三
条

法
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
個
人
デ
ー
タ
の
存
否
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
本
人
又
は
第
三
者
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
危
害
が
及

ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

二

当
該
個
人
デ
ー
タ
の
存
否
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
違
法
又
は
不
当
な
行
為
を
助
長
し
、
又
は
誘
発
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
も
の

三

当
該
個
人
デ
ー
タ
の
存
否
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
、
他
国
若
し
く
は
国
際
機

関
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
又
は
他
国
若
し
く
は
国
際
機
関
と
の
交
渉
上
不
利
益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
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の
四

当
該
個
人
デ
ー
タ
の
存
否
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
又
は
捜
査
そ
の
他
の
公
共
の
安
全
と

秩
序
の
維
持
に
支
障
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
保
有
個
人
デ
ー
タ
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
の
消
去
ま
で
の
期
間
）

第
四
条

法
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
六
月
と
す
る
。

（
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
し
必
要
な
事
項
）

第
五
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
行
う
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
先

二

当
該
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
対
象
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
個
人

情
報
保
護
団
体
の
名
称
及
び
苦
情
の
解
決
の
申
出
先

（
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
保
有
個
人
デ
ー
タ
を
開
示
す
る
方
法
）

第
六
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
書
面
の
交
付
に
よ
る
方
法
（
開
示
の
求
め
を
行
っ
た
者
が
同
意

し
た
方
法
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
方
法
）
と
す
る
。
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（
開
示
等
の
求
め
を
受
け
付
け
る
方
法
）

第
七
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
開
示
等
の
求
め
を
受
け
付
け
る
方
法
と
し
て
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

開
示
等
の
求
め
の
申
出
先

二

開
示
等
の
求
め
に
際
し
て
提
出
す
べ
き
書
面
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
を
含
む
。
）
の
様
式
そ
の
他
の
開
示
等
の
求
め
の
方
式

三

開
示
等
の
求
め
を
す
る
者
が
本
人
又
は
次
条
に
規
定
す
る
代
理
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
の
方
法

四

法
第
三
十
条
第
一
項
の
手
数
料
の
徴
収
方
法

（
開
示
等
の
求
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
代
理
人
）

第
八
条

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
等
の
求
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
代
理
人
は
、
次
に
掲
げ
る
代
理
人
と

す
る
。

一

未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人

二

開
示
等
の
求
め
を
す
る
こ
と
に
つ
き
本
人
が
委
任
し
た
代
理
人
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（
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
認
定
の
申
請
）

第
九
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名

二

認
定
の
申
請
に
係
る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
所
在
地

三

認
定
の
申
請
に
係
る
業
務
の
概
要

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
、
寄
附
行
為
そ
の
他
の
基
本
約
款

二

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
三
十
八
条
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

三

認
定
の
申
請
に
係
る
業
務
の
実
施
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

四

認
定
の
申
請
に
係
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

五

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
、
収
支
決
算
書
、
財
産
目
録
そ
の
他
の
経
理
的
基
礎
を
有
す

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
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け
る
財
産
目
録
）

六

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

七

対
象
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
類
及
び
当
該
対
象
事
業
者
が
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
構
成
員
で

あ
る
こ
と
又
は
認
定
の
申
請
に
係
る
業
務
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

八

認
定
の
申
請
に
係
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

３

認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
は
、
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、

第
六
号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
（
同
項
第
三

号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
届
出
書
を
主
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
業
務
の
廃
止
の
届
出
）

第
十
条

認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
は
、
認
定
業
務
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
月
前
ま
で

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名

二

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
申
出
の
受
付
を
終
了
し
よ
う
と
す
る
日

三

認
定
業
務
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日

四

認
定
業
務
を
廃
止
す
る
理
由

（
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
処
理
す
る
事
務
）

第
十
一
条

法
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業

者
が
行
う
事
業
で
あ
っ
て
当
該
主
務
大
臣
が
所
管
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
報
告
の
徴
収
、
検
査
、
勧
告
そ
の
他
の
監
督
に
係

る
権
限
に
属
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
が
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
の
長
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長

等
が
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
法
第

三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
各
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
そ
れ
ぞ
れ
単

独
に
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

法
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
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は
、
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
設
立

の
許
可
又
は
認
可
に
係
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
が
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
行
う
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
主
務
大
臣
が
自
ら
同
項
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
っ
た
地
方
公
共
団
体
の
長
等
は
、
速
や

か
に
、
そ
の
結
果
を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
中
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
主

務
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
等
に
関
す
る
規
定
と
し
て
地
方
公
共
団
体
の
長
等
に
適
用
が
あ
る
も
の
と

す
る
。

（
権
限
又
は
事
務
の
委
任
）

第
十
二
条

主
務
大
臣
は
、
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
九

条
第
一
項
の
庁
の
長
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
庁
の
長
又
は
警
察
庁
長

官
に
法
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八
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条
ま
で
に
規
定
す
る
権
限
又
は
事
務
の
う
ち
そ
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
又
は
事
務
が
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
庁
の
長
又
は
国
家
行
政

組
織
法
第
三
条
第
二
項
の
庁
の
長
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
庁
の
長
）
は
、
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
内
閣
府
設
置
法
第
十
七
条
若
し
く
は
第
五
十
三
条
の
官
房
、
局
若
し
く
は
部
の
長
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は

第
六
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
職
、
同
法
第
四
十
三
条
若
し
く
は
第
五
十
七
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
又
は
国
家

行
政
組
織
法
第
七
条
の
官
房
、
局
若
し
く
は
部
の
長
、
同
法
第
九
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
若
し
く
は
同
法
第
二
十
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
職
に
法
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
及
び
第
四

十
六
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
権
限
又
は
事
務
の
う
ち
そ
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

警
察
庁
長
官
は
、
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
九
条
第
一
項

の
長
官
官
房
若
し
く
は
局
、
同
条
第
二
項
の
部
又
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
地
方
機
関
の
長
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委

任
さ
れ
た
権
限
又
は
事
務
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

主
務
大
臣
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
庁
の
長
、
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
の
庁
の
長
又
は
警
察
庁

長
官
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
権
限
又
は
事
務
を
委
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
任
を
受
け
る
職
員
の
官
職
、
委
任
す



- 10 -

る
権
限
又
は
事
務
及
び
委
任
の
効
力
の
発
生
す
る
日
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
務
大
臣
に
よ
る
権
限
の
行
使
）

第
十
三
条

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
行
う
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大

臣
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
法
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
は
、
各
主
務
大
臣
が
そ
れ
ぞ

れ
単
独
に
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
を
単
独
に
行
使
し
た
主
務
大
臣
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
他
の
主
務
大
臣
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。




